
 

共同住宅料金制度 水道料金・下水道使用料計算式（消費税及び地方消費税相当額含む） 

1か月につき（令和元年 11月 1日から） 

1戸あたりの使用水量 

全体水量÷戸数 

（立方メートル） 

水道料金計算式 下水道使用料計算式 

0 850円×戸数×1.10 
550円×戸数×1.10 

1～10 （10円×全体水量＋850円×戸数）×1.10 

11～20 （97円×全体水量－20円×戸数）×1.10 （61円×全体水量－60円×戸数）×1.10 

21～30 （124円×全体水量－560円×戸数）×1.10 （83円×全体水量－500円×戸数）×1.10 

31～50 （168円×全体水量－1,880円×戸数）×1.10 （103円×全体水量－1,100円×戸数）×1.10 

51～100 （230円×全体水量－4,980円×戸数）×1.10 （119円×全体水量－1,900円×戸数）×1.10 

101～200 （293円×全体水量－11,280円×戸数）×1.10 （136円×全体水量－3,600円×戸数）×1.10 

201～500 
（342円×全体水量－21,080円×戸数）×1.10 

（159円×全体水量－8,200円×戸数）×1.10 

501～1,000 （180円×全体水量－18,700円×戸数）×1.10 

1,001～5,000 
（358円×全体水量－37,080円×戸数）×1.10 

（215円×全体水量－53,700円×戸数）×1.10 

5,001以上 （234円×全体水量－148,700円×戸数）×1.10 

（注１）「全体水量」とは、共同住宅全体での使用水量です。 

（注２）「戸数」は、共同住宅の入居戸数を指します。（入所施設については、入所定員数 10 人に対し 1 戸の割合で適用） 

（注３）全体水量÷戸数で 1 戸あたりの使用水量を計算した結果、小数点がでる場合は切り上げになります。 


